
○防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件 

（昭和四十八年十二月二十八日） 

（建設省告示第二千五百六十五号） 

改正 昭和五六年 六月 一日建設省告示第一一〇七号 

平成一二年 五月二五日同    第一三七二号 

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百十二条第十六項の規定に基

づき、防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を次のように定める。 

防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件 

建築基準法施行令第百十二条第十六項に掲げる要件を満たす防火設備の構造方法は、次

の各号に定める場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 

一 風道が、建築基準法施行令第百十二条第一項第二号、第四項、第八項、第九項、第

十二項又は第十三項の規定による防火区画を貫通する場合（二以上の階にわたり煙が

流出するおそれのない場合その他避難上及び防火上支障がないと認められる場合を除

く。） 次に掲げる基準に適合し、かつ、別記に規定する漏煙試験に合格した構造の

防火ダンパーとすること。 

イ 鉄製であること。 

ロ 昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号第一第二号ハ、同号ニ（1）及び同号

ホからトまでに掲げる基準に適合すること。この場合において、同号ヘ（1）中「防

火戸」とあるのは、「防火ダンパー」と読み替えるものとする。 

ハ 煙感知器は、次に掲げる場所に設けるものであること。 

（1） 間仕切壁等で区画された場所で、当該防火ダンパーに係る風道の換気口等が

ある場所 

（2） 昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号第一第二号ニ（2）（ii）及び（iii）

に掲げる場所 

二 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する建築物

において、二以上の階に換気口等（空気吹出口又は空気吹込口をいう。以下同じ。）

を有する同一系統の風道が、換気口等を有する階の直上の耐火構造等の防火区画であ

る床を貫通する場合（二以上の階にわたり煙が流出するおそれのない場合その他避難

上及び防火上支障がないと認められる場合を除く。） 前号に定める構造方法 

三 前二号以外の場合 次のいずれかに定める構造の防火ダンパーとすること。 

イ 鉄製で、昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号第一第二号ハからトまでに

掲げる基準（同号ニ（2）（i）及びヘ（1）に掲げる基準にあつては、「防火戸」と

あるのは、「防火ダンパー」と読み替えるものとする。）に適合する構造で、かつ、

別記に規定する漏煙試験に合格したもの 



ロ 次のいずれかに該当する構造で、かつ、別記に規定する漏煙試験に合格したもの 

（1） 鉄製で、昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号第二第二号ロに掲げる

基準に適合するもの 

（2） 鉄製で、昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号第二第三号ハ（1）及

び（3）に掲げる基準に適合する構造であり、かつ、温度ヒューズが、当該温度ヒ

ューズに連動して閉鎖するダンパーに近接した場所で風道の内部に設けられたも

の 

別記 

漏煙試験方法 

一 試験装置 

（一） 試験装置は、別図のとおりとすること。 

（二） チヤンバーは、気密な構造とすること。 

二 試験体 

試験体の材料、構成及び大きさは、実際のものと同一のものとすること。 

三 漏煙試験 

（一） 試験装置に取り付けた試験体が円滑に開閉できることを確認した後閉鎖状態に

して試験を行うこと。 

（二） 試験体に圧力を加え、試験体の両面における圧力差を一平方メートルにつき二

キログラムとして三回の漏気量を測定すること。 

（三） （二）の測定結果は、標準状態（二十度、一気圧）における単位面積・単位時

間当たりの漏気量に換算して表示すること。 

四 判定 

すべての測定値が、毎分一平方メートル当たり五立方メートル以下であるものを合格

とすること。 

別図 略 

附 則 （平成一二年五月二五日建設省告示第一三七二号） 抄 

1 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。 

 


